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本書の構成：

本書で、「下流老人」の実状、

社会的背景、未来予想、を記し、

自己防衛策も提示する。

わたしは、埼玉県で12年

間、下流老人を含めた生

活困窮者支援を行うNPO

法人の活動をしてきた。

「高齢者の貧困＝下流化」は、

これから誰にでも起こり得る

身近なこと。

下流老人はいまや至るとこ

ろに存在する

『下流老人：一億総老後崩壊の衝撃』 藤田孝典 （朝日新書、2015. 6.30) (0) 「はじめに」

「その論点のまとめと可視化 （「札寄せツール」による図示)」 (中川 徹、2015. 9. 2)

「下流老人」という言葉に高

齢者をバカにしたり、見下

す意図はない。

日本の高齢者の格差と貧

困は極めて深刻。

「下流老人」の存在が日本

社会に計り知れないインパ

クトを与えるだろう

格差と貧困が今後も一層広

がっていくことが予想できる。

読者の皆さんに知ってほしいこと

日本に「下流老人」が

大量に生まれており、

「一億総老後崩壊」といった

状況を生み出す危険性が

今の日本にある。

本書では、「下流老人」＝

「生活保護基準相当で暮らす

高齢者及びその恐れがある

高齢者」と定義する

下流老人の実態や背景は、

驚くほど知られていない。

問題の全体像を示した文献、

報道がまだない。

あるいは、恐ろしすぎて無意

識のうちに目を背けているの

かもしれない。

現在推定600万～700万の

「下流老人」がいる

多くの読者とともに、解決策を

模索していきたい。



特徴(1) ： 収入が著しく少ない

具体的には、統計上の所得の中

央値の半分以下の所得しか得ら

れない人

「相対的貧困」の尺度で考えると

一人暮らしの場合、等価可処分所得の

中央値は244万円、その半分は122万円

2人世帯で170万円、3人世帯 210万円、

4人世帯 245万円。

『下流老人：一億素老後崩壊の衝撃』 藤田孝典 （朝日新書、2015. 6) (1) 「下流老人とはなにか」

「その論点のまとめと可視化 （「札寄せツール」による図示)」 (中川 徹、2015. 9. 5)

第1章 下流老人とは何か 1A. 下流老人の特徴

わたしの、「下流老人」の定義：

「下流老人」＝「生活保護基準相

当で暮らす高齢者およびびその

恐れがある高齢者」

憲法に定められている、「国民

の健康で文化的な生活」の最

低ラインを規定する重要な指標

日本の「相対的貧困率」は

全世帯で相対的貧困率 16.1%

高齢男性単身の場合、38.3%、

高齢女性単身 52.3%

「高齢者はみな金持ち」という

イメージは明らかに間違い

このレベルになると普通の家庭にあるべ

きものがないケースが増える。（住居、食

事、医療、介護、...)

この種の統計において、「平

均値」は適切な指標にならな

い。「中央値」を使って考える

ことが大事

「相対的貧困」＝「対象者が属す

る共同体(国や地域)の大多数に

比べて貧しい状態にあること」

特徴(2)： 十分な貯蓄がない

貯蓄の取り崩し： （生活費－収入）

×12 ×年数 ＋ 予想外の出費（事故、

病気、介護、その他）

厚労省国民生活基礎調査： 高齢者世

帯 貯蓄なし16.8%、500万円未満 4割以

上

他方： 高齢者世帯 貯蓄 3000

万円以上 11.6%

生活上のトラブル（事故、病気、介護

など）に襲われると、たちどころに生活

が破たんする。

例： 300万円の貯蓄でも、月6万円取

り崩すと、4年間でなくなる。

生活相談からみえてくる

「下流老人」の特徴 （3つ)

要するに、下流老人は、

あらゆるセーフティネットを失っ

た状態といえる

収入が著しく少ない、

十分な貯蓄がない、

頼れる人間がいない

「貧困」のとらえ方(国際認識)：

各国内での「相対的貧困」

(3) 頼れる人間がいない

（社会的孤立）

近年、核家族化により、生活に困った

ときや助けてほしいときに家族が周

囲にいない状況が、当たり前の社会

になって来ている

相談する相手がいないので、生活に

困窮しても助けを求められず、問題が

重篤化してから発見されることが多い

「見える化」完成図 (簡略版、2015. 9.12)

生活水準が生活保護レベルかそれ以

下
「生活保護レベル」＝「生活補助費」＋

「住宅補助費」 とする

首都圏に住む一人暮らしの高齢者の

場合月額約13万円(年額約150万円)

注： 生活保護費は、世帯人数で違

う、地域の違いもある。

生活保護では、医療補助費や介

護補助費が国から現物支給、税

金の支払いも減免される。

ほぼ同額である



悪影響4：少子化を加速させ

る

悪影響3： 若者世代の消

費の低迷

悪影響2： 価値観の崩

壊

悪影響1： 親世代と子供世代

が共倒れする

下流老人が増えると、何が問題なのか？

身内の誰かが下流老人になった

場合、その子供世代が共倒れす

る危険がある

例えば、5万円/月の仕送りをする

と、子ども世代の経済的余裕がな

くなり、貯金をできなくなる。

（子ども世代の年収が減りつつあ

る。特に非正規雇用の収入が少

ない）

高齢者が敬われなくなる

危険性：「年寄なんか邪魔

だ、お荷物だ」

「長生きすることが素晴らし

い」という価値観が崩れる。

これは生命の価値自体が

軽んじられることにつなが

る。差別につながる危険性。

若者世代が、自分の老後

の不安のために、貯蓄に向

かうようになる

20－50歳台の消費意欲が

減退し、経済の低迷が続く

若者世代が自分の老後に不

安を持つと、子どもの養育・教

育費の負担を考えて、子どもを

あまり産まなくなる。

若者で、結婚や子供を諦めて

いる人が少なからずある。

『下流老人：一億総老後崩壊の衝撃』 藤田孝典 （朝日新書、2015. 6) (1) 「下流老人とはなにか」

「その論点のまとめと可視化 （「札寄せツール」による図示)」 (中川 徹、2015. 9. 5)

第1章 下流老人とは何か １B: 下流老人の何が問題なのか

下流老人が増えると、

注： 下流老人が生まれる/増える要因は、第3章

で考察する。

ここで結果（影響）として表れているものが原因と

なる面もある。問題が循環している面も。

家族扶養を前提とした従来型の

社会福祉モデルは、限界に達し

ている。



『下流老人：一億総老後崩壊の衝撃』 藤田孝典 （朝日新書、2015. 6) (2) 「下流老人の現実」

「その論点のまとめと可視化 （「札寄せツール」による図示)」 (中川 徹、2015. 9. 6)

第2章 下流老人の現実 2A: 4つのケース ケース概要の図示： 中川 徹 （2015. 9. 7)



社会問題として、根本から対策を立て

る必要がある。（マクロ実践）

高齢者の貧困は進行し続けている。

すでに多くの人が下流老人に

なり始めている。

貯蓄が足りない高齢者世帯が多い

「年金で足りない分は、働いて何と

かする」が成り立たない。

しかし、支出は思ったほど減らない。高齢者になると、現役のころよりも

所得が激減する。

全世帯の年間所得は、平均537万

円、中央値432万円。

高齢者世帯の年間所得は、平均309

万円、中央値250万円。

高齢者世帯では、食費や子供の養

育費は減るが、医療費、介護費等が

増える。

高齢者世帯の平均所得の内訳は、

公的年金・恩給：68.5%,稼働所得

18.0%

高齢期に働いて得られる収入は、2

割に満たない。

高齢者世帯の貯蓄は、貯蓄なしが

16.8%、200万円未満まで入れると

30.3%

貯蓄200万円未満は、生活上大きな

支出に見舞われると、家計を維持で

きない水準である。

高齢者の生活意識：「大変苦しい」

23.2%、「やや苦しい」31.1%

NPOの活動は、相談者からの依頼を受

けて、その場その場で最善の方法を考

え、支援してきた。（対処療法、ミクロ実

践）

『下流老人：一億総老後崩壊の衝撃』 藤田孝典 （朝日新書、2015. 6) (2) 「下流老人の現実」

「その論点のまとめと可視化 （「札寄せツール」による図示)」 (中川 徹、2015. 9. 7)

第2章 下流老人の現実 2B: 現実の背景

下流老人の事例は、「誰か知らない人」だけの問題ではない。

その根拠を示す。

厚労省の「平成25年国民生活基

礎調査の概況」によると：

貯蓄のある高齢者と貯蓄のな

い高齢者に二分されている。

世代内格差。

「想定外」の事態で多額の支出が

発生するリスクが増える。

制度や政策、人々の意識や考えを変え

る必要がある。（マクロ実践）

年金への依存度が高い

高齢者世帯で 貯蓄

3000万円以上 11.6%



「老後格差の拡大」が背景にある。

高額な有料老人ホームは、

事業収益が高い。どんどん作

る。

公的な社会福祉の介護の分野に、事業者の収益

の論理が大きな影響を与えている

高齢者介護施設に入りたくても入れない

グレーゾーンの介

護施設

「養護老人ホーム」：特別養護老人ホーム：「有料老人ホーム」：

高齢者の寝たきり寿

命が長い

「昔は大丈夫だった」が、

いまはセーフティネットが無くなった

想定外の高額な入院費用や医療費、介護費

の負担があると、

生活があっという間に破たんする。

「長寿化社会」になったことで

問題が大きくなっている

介護の必要
高齢期は、想像以

上に病気に冒され

やすい。

特に65～75歳の前期高齢

者に多くあてはまる

各人が自助努力をしてい

るが、下流化を止められな

い

下流老人に陥る代表的なパター

ン： 現状編 5パターン
（しばしば聞く）読者の疑問・感

想：

自分が生涯を通じて健康で

いられるかは、誰にもわか

らない。

人生における高齢期の割合

がものすごく長くなった

社会福祉法人などが運営。

要介護高齢者が介護保険制度で利

用できる。公的な性格が強い。

しかし、入所までの待ち行列が長い。

3～5年待ちはザラ。

家族の介護に頼らなければ生活が

できない高齢者が多い

福祉事務所の判断で入居さ

せる。

身の回りのことが自分ででき

る高齢者を対象とする。床数

が圧倒的に不足

民間の会社が運営する

利用料が高額：

「富裕層向けの施設」に偏っ

ている

身体的、経済的な問題で

自立生活が困難な高齢者

が、居所に困る

無届の有料老人

ホームなど、

必要な介護や受

診ができない。劣

悪なことあり

介護施設・老人ホー

ムの需要が年々高

まりつつある

2000年以降、介護保険制度が導入され、多くの事

業者が介護を収益の対象として見るようになった

（介護保険の財源不足で)運営費や

職員の給与水準が低い

だから、誰も運営したがらず、床

数が足りず、需要に応えられない

『下流老人：一億総老後崩壊の衝撃』 藤田孝典 （朝日新書、2015. 6) (3) 「誰もがなり得る下流老人」

「その論点のまとめと可視化 （「札寄せツール」による図示)」 (中川 徹、2015.10. 2)

第3章 誰もがなり得る下流老人 - [普通]から「下流]への典型パターン３Ａ: 現状編

下流化のパターン１： 病気や事故による高額な医療費の支払い

高額な医療費や介護費、療養費が必要になる

下流化のパターン 2： 高齢者介護施設に入居できない

要介護度が高く、明らかに自立生活

が困難な高齢者でも、入れない介護施設の数が圧

倒的に不足している。

社会福祉の理念に照らしてみ

れば、明らかに異常事態である

「老後の計画をしていない一部の

人が下流老人になるのでしょう」

「やっぱりどこかお金にだらしない

んじゃないの」

「わたしは貯金しているから大丈

夫だろう」

(1)  病気や事故による高額な医

療費の支払い

(2) 高齢者介護施設に入居できな

い

(3)  子どもがワーキングプア (年

収200万円以下) や引きこもりで

親に寄りかかる

(4)  増加する熟年離婚

(5)  認知症でも周りに頼れる家族が

いない

家族を介護する ／

自分が介護してもらう

事故に遭うリ

スクが増える

老人ホームへの需要を、「高

額な有料老人ホーム」の供給

が満たしている。富裕層だけ

が入れる。

介護保険の特別養護老人ホームは、

収益が低いから、あまりつくられない

高齢者（およびその家族) の

貧困化、下流化をもたらす

有料老人ホームの高額化と、特別養

護老人ホームの不足は、高齢者の貧

困や不平等の問題として、リンクして

考えねばならない



さらに、子どもが親の下流化の要因になってしまうケースもある。

資産管理などについて、高齢

期の準備を講じておかなけれ

ばならない

ひとり暮らしの認知症高齢者は、詐欺などの犯罪の脅威にさらされる

高齢になると、だれでも認知症になり得る。

74歳までは10%以下、85歳以上で40%超

高齢者の一人暮ら

しはリスクが増える

パートナーがいる

ことの価値を再認

識する必要があ

る

離婚すると、今までの生活レベルを維持できない

熟年離婚によるリ

スクが盲点になっ

ている

今までの価値観を変

えないと、生活が成り

立たない。

熟年離婚が急激に増えつつある。

昔（若い頃）は結

婚するのが当たり

前

熟年離婚の増加の背景：

若者の雇用対策や労働環境

の改善に取り組まないと、下

流老人を生み続ける

成人以降も扶養を要する子供の存在は、

高齢者の生活プランを根底から覆す

うつ病などで仕事を辞め、実家

に引きこもってしまう若者も少

なくない

ワーキングプア、稼働年齢層の若者の貧困が広がって

いる

子供が(地方の)実家で親の

面倒をみると、就業すること

が難しい

昔は、子どもが親の老後を看

るのが当たり前だったが、いま

の時代はそれができなくなって

いる
日本の労働人口の中で、

非正規雇用の割合が増

えている

2014年非正規雇用の率は

37.4% パート、アルバイ

ト、派遣社員等

「不本意非正規」が、

非正規雇用の19.2%

非正規雇用では、賞与や

福利厚生が十分に受けら

れない 過酷な労働環境、長時間労

働で、体調や精神のバラン

スを崩す。

下流化のパターン３： 子どもがワーキングプア (年収200万円以下) や 引きこもりで 親に寄りかかる

厚労省： 20～64歳の生涯

賃金の推計：

正規雇用： 2億2432万円、

非正規雇用：1億2104万円

背景には、「失われた20年」の

経済低迷、非正規などの雇用

問題がある

女性が経済的に自立しやす

くなったことも一つの要因

これまでの夫に対する不満が、

子育てをひと段落した高齢期

に一気に噴出する
しかし、時代と共に結婚や夫

婦のあり方に関する社会の

価値観が大きく変化した
はやく夫の世話から逃れて残

りの人生を楽しみたいと思う女

性が出てくる

例えば、二人で30万円で

暮らせても、一人ずつ15万

円では生活が苦しい（生活

保護レベルに近づく）

妻は月15万円の生活

費で暮らしていけても、

夫の方は生活能力著し

く低く絶望的。

典型的には、オレオレ詐欺（振

り込め詐欺）

宗教の勧誘、高額な布団や化

粧品などの訪問販売、リフォー

ムなどによる詐取・搾取の犯罪

詐欺事件では、高齢者のさみしさ

や自尊心などを狡猾に利用してい

て、悪質。

販売員などが、高齢者が認知症で

あることを知ったうえで、資産を吸

い尽くそうとする。

長生きすれば遅かれ早かれみんな

認知症になり得る。

下流化のパターン 4： 増加する熟年離婚

下流化のパターン ５： 認知症でも周りに頼れる家族がいない

この結果、60代前後になって不満が一

気に噴出し、女性が積極的に離婚に踏

み切るケースが増えてきた。

子どもに親の介護を期待する

のが無理になって来ている

国民の平均所得が、低下

している

その後、社会の結婚観が変

化した 離婚において老後資産

の半々の配分の判例が

増えた

60代前後で女性側から離婚

を望む例が増えている

熟年離婚による高齢者の貧困が増えつつある。

離婚すると、収入が減るが、

支出はそこまで減らない。

高齢者の認知症は、医者などにはすぐ

わかるが、本人は気づかない



現在の政府の政策や企業

の主張は、貧困を解消せず、

拡大させている

企業の福利厚生の多くがカッ

トされてしまった。

（厚生年金や社会保険に入ってい

ないなど）福利厚生が弱い

非正規雇用は

下流化に直結する

親が残した(地方の)

住宅や土地などの固

定資産が、逆に子ど

もの生活を苦しめる

ことがある

若者世代の未婚率の増加

も、将来の下流化リスクを

高める。

現在の勤労者世帯の貯蓄

は十分でなく、今後老齢期

に下流化するリスクが高い

高齢期の（親の）生活

を家族（子ども）が扶助

することは、ほとんど絶

望的

現在の高齢者は、

圧倒的に恵まれた

世代だが、それで

も下流化が起こっ

ている

昔の「年収400万円」と今の「年収400万円」では、意味合いが大きく違う

国民にはまだ、「一億総中

流意識」、「年金信仰」があ

るが、それらは幻想に過ぎ

ない

これからの日本は、「ご

く一握りの富裕層」と

「大多数の貧困層」に分

極するだろう。

貰える年金がまったく足りない、減る恐れがある

高齢期の下流化は、今後さらに広く厳しくなる。

下流化の芽は、若年～壮年期のいろいろなと

ころに顕われている。

例：現在〈2015年)65歳の

人で、20-60歳の平均月

収38万円とすると、厚生

年金は月16.5万円。

また今後、年金制度維持

のために受給額が減る可

能性が高い

高齢者の貧困は死に直結

する。貧しい食事、病気、劣

悪な居住環境、、

現役世代が高齢になった

時、年金だけではとうてい

生活できない。

私たちは全員が、緩やか

にしかし確実に貧困に足

を踏み入れている

平均年収の400万円では、

高齢期に「ギリギリの生

活」を強いられる

世界の先進国で、このよう

な「富の一極集中化」が進

行している。

日本で今後経済格差がま

すます拡大することは明

らか。

昔あったさまざまな「見え

ざる恩恵」が、いまはこと

ごとく消滅した

住宅補助（社員寮）、各種手当

による補助の多くがカットされた。

企業のボーナスや退職金の額

も著しく減額、あるいは消滅し

た。

貯蓄額500万円未満が

39.5%

これでで高齢期に入ると、

下流化のリスクが高い特に都市部では、豊

かなこと/人を前提に

した社会システムがで

きてきている

国内の金融資産の

多くを60歳以上の

高齢者が保有して

いる

同じ「年収400万円」でも、(非正

規雇用で) 厚生年金を掛けてい

ないと、年金は（国民年金部分）

約78万円/年だけ

この額では、まったく生活でき

ない

非正規雇用が40%の社

会で、正規／非正規の

収入格差は、もはや「自

己責任」で片づけてよい

問題ではない

雇用問題を改善する手段とし

て、とかく(政府や企業から)

「さらなる経済成長」が叫ばれ

がちだ

しかし、「経済が成長すれば、

非正規雇用が減り、正規雇

用が劇的に増えて皆が幸せ

になる」ということはない

財務省調査：

企業の利益剰余金：

1988年 100兆円超、

2004年 200兆円超、

2012年 300兆円超

「富裕層がさらに豊かにな

れば、貧困層にも富が自然

としたたり落ちる」と称するト

リクルダウン政策は、貧困

問題の改善に寄与していな

い

労働条件や賃金の向上

について、(雇用形態に

関係なく、一枚岩になっ

て) 企業や経営陣に改

善を要求しなければな

らない

退職後、高齢者になって

から、考えても遅い。いま

から声を上げるべきだ

生涯未婚率は、（2010年）男

性 20.14%、女性 10.61%

経済的な理由から、結婚し

ない(できない、諦めている)

人々が増えている

また、結婚しても離婚する

割合が増える

家族を作らないことは、自

分の老後の社会的孤立

のリスクを高める

社会福祉や社会保障

は、すべて世帯を単位

に制度が構築されてき

て、家族がいる前提で

初めて十分に機能する。

この制度が対応できな

くなる。

全国の空き家数は、

2013年 820万戸

13.5%

管理・維持・税に

お金がかかり、売り

たくても売れない状

況がある

このような「不良資産」の

問題が今後表面化してい

くだろう

『下流老人：一億総老後崩壊の衝撃』 藤田孝典 （朝日新書、2015. 6) (3) 「誰もがなり得る下流老人」

「その論点のまとめと可視化 （「札寄せツール」による図示)」 (中川 徹、2015. 9. 8)

第3章 誰もがなり得る下流老人 - [普通]から「下流]への典型パターン ３B: 近い未来編

ここからは現役世代に視点を

移して考えよう

一般水準の給与をもらっ

ていても、老後の年金額

は月20万円を下回る

今は、貯蓄の余裕が

ない

企業は、景気の浮き

沈みに関係なく、内

部留保を蓄え続けて

いる

勤労者の立場で要求す

るべき

非正規雇用の賃金は、

正規雇用よりも(同一労

働でも) 低い

非正規雇用は不安定



第4章　意識と理解の問題

論理的な流れ 解決策

自由主義社会では、

貧困は”宿命” であ

る。

だから、下流老人の問題は、

そもそも社会保障制度や社

会システムの不備の問題、と

認識する必要がある

日本社会が下流老人を大

量に作り出している。下流

老人の問題は、本人や家族

だけの問題ではない。

この意識が、下流老人や生活

困窮者への蔑視、差別、バッシ

ングにつながっている。

この意識は、下流老人の当

事者にも存在している

「貧困に陥ったのは「自己責任」

だ、という意見は多い

これは、「相対的貧困」ということ

を理解していない、

見当違いの議論である。

日本では、貧困に対する社会

的な理解が、相当に遅れてい

る。

下流老人たち当事者が、

自分からは声を上げられ

ない状況にあるからだ。

日本社会の貧困が見えにく

い、見えにくくされている。

生活困窮者に対する批判がな

くならない背景には、多くの人

が貧困に対して現実感を持っ

ていないことがある。

総合的に、そして具体的に、解

決策を考えていく必要がある

種々の社会問題、特に貧困の問題

は、蜘蛛の巣のようにあらゆる方面

にリンクしている

私たち自身の考えや価値観を変

える必要がある。

このようなわたしたちの意識が、下

流老人の問題を悪化させている

その背景には、私たちの「無自覚」、

「無理解」の問題がある。

生活困窮者の支援に対して、否定

的・反対の意見が多く寄せられる。

日本で高齢者の下流化が進んで

おり、今後も増え続けることは、明

らかである。

それなのに、なぜ、何の対策も講じ

られていないのか？

当たり前だが、「貧困は罪ではな

い」

他の重要な政策とも優先度を冷静

かつ客観的に比較しつつ

「では下流老人の対策をどうする

のか」を考えよう。

『下流老人：一億総老後崩壊の衝撃』 藤田孝典 （朝日新書、2015. 6) (3) 「誰もがなり得る下流老人」

「その論点のまとめと可視化 （「札寄せツール」による図示)」 (中川 徹、2015. 11.23)

第4章 「努力論」「自己責任論」があなたを殺す日

生活困窮者の支援活動

に対する否定的意見（国

民中のかなりの人の意

識）

生活困窮者/下流老人自

身の意識や振舞い
拠り所とすべき基本的な

考え方

行政の現状、対応 今後の方向への考察

「助けてくれ」と声を上げる

人々が身近にたくさんいた

ら、いまよりもっと対策を講

じやすい土壌になるだろう。

しかし、そうなっていない。

[1]  貧困が見えにくい

「世界の難民や孤児のことを

考えれば、日本の下流老人は

まだ大丈夫だ」 と言った意見

[２]  貧困の理解(「絶対的貧困」と「相対的貧困」)

[３]  貧困は自己責任か？---貧困が起きることは、自由主義社会の宿命である

[0]  はじめに： 問題の状況と方向の概要

「こんな老後を迎えたのは、

やっぱり自分にも責任がある」

と自分を責める人が多い。

論旨の補足(中川)一般的な記述

例えば： 下流老人の問題は、「相対的貧

困」が主体であるため、貧困が見

えにくい。このことを広く認識する

必要がある。

これらの一つのことにだけ注

目した要求や二者択一的な

議論は、誤る／悪影響をもた

らすことが多い。

注： 札・枠の色

注： 矢印の色



行政の実状は、生活保護

基準が段階的に引き下げ

られており、 憲法が保証

する「健康で文化的な最低

限度の生活」を送れていな

いケースが増えつつある。

生活保護受けることでバッシング

や差別を受けることがあると、必

要な人でも申請したがらないこと

が増える。

国民に社会福祉制度を広く知らせ

る努力を、国は積極的にしていな

い。

ほとんどの高齢者、特に下流

老人は、このような福祉制度

をよく知らず、利用できていな

い。
生活保護者の補足率は、おおむ

ね15～30%しかない。

（厚生労働省の調査による）

とはいえ、下流老人問題に対

応する日本の社会保障や社会

福祉制度がまったく整っていな

いわけではない。

日本社会には、生活保護に対

する偏見や差別、無理解が、

広く存在する。

生活保護受給者の実情は、人間

らしい最低限度の生活を送ること

が困難な状況。

生活保護の水準をもっと下げ

ようという意見：

国民の生活の保証は、税

の本来的な使い道である

税の本来の意義： 国民の

生活の保証、富の再配分
よくある批判： 「生活保護は

税金のムダ使いだ」

社会保障を受けることは

「甘え」でなく、「権利」で

あるという、認識の変革

が必要である。

海外先進諸国では、社会保障

を受けることは「甘え」でなく、

「権利」として浸透している。

資本主義社会では失業や

貧困に至る人々がいること

を想定して、社会保障制度

などを確立してきた。

下流老人も、「できるだけ、

生活保護を受けたくない」と

いう気持ちがあり、限度を超

えた我慢をしていることが多

い。

日本では、生活保護などに依

存することは「甘え」であり、

それを罪悪／恥と考える風潮

がある。

この意見は、税金のあり

方を誤解している。

憲法第25条は、基本的人

権の一つとして、「健康で文

化的な最低限度の生活」を

国民に保証している。

「下流老人の貧困も「自己責任」

だから、社会的な解決策を講ず

る必要はない」

事態を悪化させている理

由の一つは、行政のスタ

ンスにある

社会福祉制度の利用抑制のた

めに、申請主義がとられている

面がある。

行政は、「言わなければ何も教え

ない、助けない」というスタンスで

ある。

支援施策のほぼすべてが、「申請

主義」を採用していることが、事態

を悪化させている。

[４]  社会福祉（生活保護)を受けるのは「甘え」だと考える風潮。--- 憲法に保証された権利である

[５]  生活保護は税金のムダ使いか？--- 税金の本来の意義

[６]  生活保護の水準は？ --- 憲法が保証している「健康で文化的な最低限度の生活」

[７]  日本の社会福祉制度 --- あるのによく知られていない、使われていない

[８]  日本の福祉行政のスタンスの問題 --- 「本人が言わなければ、教えない、助けない」

この大元は、「基本的人権」

の思想であり、それを守る

(憲法をはじめとする) 諸制度

である。
この考えでは、日本の社会の

貧困はよくならない。貧しい

人々は救済されない。

現状に照らせば、「もっと低くせよ」

という言葉には明らかな人権侵害

があり、貧困の人々に対する差別

がある

働けない人々に対して支払う保証はどの程

度が妥当なのか、という論点は大事。

社会保障制度を一般国民、特に

生活困窮者に広く知らせる、理

解してもらうことが大事

しかし、一般国民も、特に高齢者は、この

ような福祉制度をよく知らない。 どうして、広く知られていないの

か？利用されていないのか？

この行政のスタンスを変

える／変えさせること。

それが問題解決の大き

な、根本の鍵である。



「何かを優先して、何かを削るとい

うことは仕方がない」

単なる予算の取り合いや総花で

はなく、輻輳・連鎖している多領域

の貧困問題を、総合的に考えて多

領域で連携した施策・解決策を構

築するべきである。

国としては、限られた財源の中で必

要なものから優先順位をつけて予

算処置をしていく。

各領域別に問題が矮小化され、その

領域のみの主張が行われて、互い

に争うことが起こっている。

例： 「高齢者よりも、シングル

マザーや子供の貧困を救う方

が先だ」など

実は、貧困問題を扱う支援団体

や福祉行政では、少ない予算

をめぐって奪い合いが始まって

いる(続いている)。

日本社会には、貧困の問題だけでも、子

どもの貧困、障害者の貧困、母子世帯、

若者の貧困、高齢者の貧困など、多くの

領域で問題がある。

その理想を追求するのが政治、そ

してわたしたちの役割である。

子供、若者、高齢者、と「連鎖」して

いくのが貧困問題である。

それゆえ、教育、福祉、介護と、異

なる分野が連携して横断的な施策

を打ち出さなければならない。

[９]  「下流老人よりも、子どもが先」か？--- 個別視野の議論による財源の奪い合いの弊害

[10]  解決するべき方向の考え方 --- 領域を跨る総合的な政策とその中の各領域の解決策

種々の社会問題、特に貧困の

問題は、蜘蛛の巣のようにあら

ゆる方面にリンクしている。

これを前提にして、包括的な施

策(解決策)を考えるべきである。

包括的、総合的な方針・ビジョンの中で、

実際的な施策と具体的な解決策を作っ

ていく。



(1) 収入面の不備　－　家族制度を前提とした年金制度の崩壊

下流老人は病気になっても、経

済的困窮から未治療。治療中断

していることが多い

給与が下がり、物価が上がり、

消費税が増税されてきている

一人暮らしや夫婦だけの高齢者

世帯で、年金・年収が少なく、下流

化が増大している

核家族化(家族の少人数化)が進み、

家族機能が崩壊してきている。

従来の日本社会は、家族が互いに

助け合う (無償で福祉を提供する)

ことで豊かな暮らしを営んできた。

そもそも年金制度は、老後に家

族扶助を受けられることを前提に、

創設されている。生活費を補完

する収入という位置づけである。

総括： 現在の社会システムが

下流老人を生み出しており、そ

の社会福祉制度は下流老人の

救済にあまり寄与できていない

論点： 現制度が下流老人をど

のように支援し、どれだけ寄与

し、どんな不備があるか？

本章では、日本の各種社会保障や社会シス

テムを、下流老人の問題から検証する。

以下に8つの視点から検証する。

家族機能の低下が、年金制度の

前提を崩してしまい、下流老人の

問題を加速させた。

この年金制度の立て直しや、

役割の見直しを図る(最優先で

議論する)べきである。

医療費が支払えないのは、何らか

の支援を必要としているのだから、

各相談窓口や社会保障などに誘

導すべきだ。

「その論点のまとめと可視化 （「札寄せツール」による図示)」 (中川 徹、2015. 12.15)

第5章 制度疲労と無策が生む下流老人 -- 個人に依存する政府

考察： 根本問題： 現在は「経

済優先・弱者切り捨て」の原則

に基づいた社会システム／政策

であり、その下では下流老人の

問題を簡単には改善できない

この点の広い認識と、方向転換が

必要である

社会の

変化

いまは、子や孫自身の状況が

厳しく、高齢者を支えられない。

(2) 貯蓄・資産面の不備 ー 下がる給与と上がる物価

現役・若者世代で、貯蓄が作

れず、(将来の) 下流老人が増

える

企業側の都合で、不安定な雇用形

態を増え、労働環境が悪くなってい

る

企業側の都合で、不安定な雇用

形態を増し、労働条件(賃金など)

を悪くしていて、(将来の)下流老

人が増加する。

(3) 医療の不備 － ”医療難民”が招く孤立死

このような病院があることを

積極的に広報すべきだ

孤立死する高齢者が後を絶たな

いが、病死・放置死というべきも

の、

民間では、「無料低額診療施

設」があり、医療を提供している

が、あまり知られていない

本来、医療を広く提供するべき

であり、初期治療が(社会として

も)医療コストを抑えることになる。 自治体が健康保険料を支払え

ない市民から健康保険証を取り

上げるのは、愚かだ。コスト的に

も逆効果。

論理的な関係(原因→結果など)

解決策

『下流老人：一億総老後崩壊の衝撃』 藤田孝典 （朝日新書、2015. 6) (5) 制度と政策の問題点



高齢者が安全に働ける就労

支援が必要

原則は、高齢者が働かなく

ても生活ができるようにする

こと

老後も働き続けなければ、

生活費を得ることが難しいの

が実態。

前向きに評価できる面もあ

る。(労働が尊い、社会との

つながり、など)

高齢者(65歳以上)の就業

率が20%、総就業者の10%

生活保護制度の「使いづらさ」

を改良する必要がある。

国はいま、生活保護基準を年々

引き下げようとしている。

行政の「申請主義」を見直し、行

政、警察、介護・福祉関係者らで

協力して解決することが必要

高齢者を見守る地域ネットワー

クを強化することが大事。
下流老人を救うには、孤立しな

い状況を作ることが必要である。

高齢者が住まいを失うことが、下

流化につながる。日本の住宅環

境が整備されていないからだ。

福祉を補完し、より広く支援するた

めに、介護保険制度がある。貧困に陥ってしまった人

たちを救済する手立ては

あるのか？

高齢者の介護と貧困問題が切り離

せなくなっているから、介護のケア

マネジャーが生活保護や社会保障

にもつなぐようにするべきだ。

高齢者が住宅を失わない

ためにはどうすべきか？を

まず議論するべきだ。

最も抵抗なく行える手段は、公営

住宅への入居。(市価の1/2～1/3)

公営住宅をもっと建設するべき。

「そうなる前に、家賃の低い

地方に引っ越せばよい」とい

うのは、多くの高齢者には非

現実的な話。

認知症高齢者は金銭管理すらでき

ないから、詐欺被害に遭いやすい。

(4) 介護保険の不備 － 下流老人を救えない福祉制度、ケアマネジャー

(特別)養護老人ホームなどをもっと

増やすべきだ。

介護保険サービスが各家庭の経済

状況を考慮した設計・運用になって

いない。

(5) 住宅の不備 － 住まいを失う高齢者

民間賃貸住宅の家賃負担が重く、

多くの人の生活を圧迫している。

年金のほとんどが家賃に消える。

＋

家賃負担を下げることが、大きな

鍵になる

(6) 関係性・つながり構築の不備 － 助けの手が届かない

(7) 生活保護の不備 － 国によって操作される貧困の定義

生活保護基準を、「健康で文化的

な最低限の生活」よりも下げるべ

きでない

(8) 労働・就労支援の不備 - 死ぬ直前まで働かないと暮らせない!?



さらに、人間疎外に慣らされた私

たちの意識と感情を正すべきで

ある

過度に経済優先の社会システム

を正すべきである。

下流老人に陥るのは、個人の

能力不足や怠惰のせいなど

ではない。

無料低額宿泊所に代わる

新しい社会資源の創造が求められ

る。

4つの素案：

このような悪徳の宿泊所の利用者

が増えつつある。

「無料低額宿泊所」の実態が問題。
高齢者を搾取する、「貧困ビジネ

ス」の存在が明らかにされている。

8つの視点からの制度批判のま

とめ

高額な施設利用料、劣悪な居住環

境、粗末な食事、転居支援・自立

支援の少なさ、など、苦情多数。

(コラム3) 下流老人の生き血を吸う「貧困ビジネス」



人間関係を豊かにする

「場」を持とう

意識の問題 - いざというときのため

に「受援力」を身につけておく
心の問題 －人間関係を豊かに持と

う
お金の問題 - まず貯蓄

をしておく

下流老人にならないための「予防」

医療の問題 - 今のうちから病気

や介護に備える
保護が決定すると、「最低生活費」

－「年金・収入等」 = 「保護費」 が

毎月支給される

保護の受給要件：受給したい場合、まず住んでい

る地域の福祉事務所の生活保

護担当に申請する

意識の問題

- 社会保障を受けるのは権利。

負い目を感じなくてよい。

-プライドを捨てて、目に見えない

制約から自由になるとよい

下流老人に陥ってしまった場合の対策

各区・市が設置、町村部では都

道府県が設置
保護費は、年齢、世帯人数、地域

などで違う。世帯単位に支給される。

例： 都区内に住む単身無収入高

齢者の場合：

「生活補助費」約8万円、

「住宅補助費」約5万円

この他に、「医療扶助」や「介護扶

助」が受けられる(本人負担なし)

資産の活用： 預貯金、車や宝石、

利用していない不動産、積み立

て型の保険など。

能力の活用： 「働くことができる

状態かどうか」を意味する

受給内容や要件について詳しく

は、最寄りの福祉事務所やNPO

団体などに相談するとよい

無料低額診療施設（民間の病院な

ど）では、生活困窮者が無料また

は低額な料金で診療を受けられる

生活困窮者、外国籍の人、健康保

険証がない人、ホームレスの人な

ど、誰でも利用できる

「任意後見制度」を活用して、予め

老後の世話を頼む人を選任してお

くとよい （認知症や体が弱った時

のために）

早い段階から家計を管理し

て、可能な限り少しでも貯蓄

していくことを心がける

わたしたちの高齢期は昔

と違い相当に長い、

病気や事故で突発的にま

とまったお金が必要にな

る可能性も高い。

高齢期に孤立する前に、なるべく

多くの人と助け合いの関係性を築

いておく

生活が貧しくても、料理を持ち寄っ

たり、おしゃべりをしたり、老人クラ

ブで踊ったりしている人は、貧困に

陥らない。

できる限り働く（出会いや交流を主

眼に楽しみながら働く)ことも、人間

関係の貧困を防ぐ。

支援をしやすい方： 話しやすい、プラ

ス思考、自分から問題解決に当たる、

自分の問題を把握している、支援方法

や制度を学んでいる。

支援が困難な方： かたくなに心を閉ざ

している、自暴自棄になっている、マイ

ナス思考、問題解決に消極的、問題を

把握できずやみくもに行動する、など。

問題が発生したら、早めに相談し、速

やかに支援を受けられるような体制と

心構えを自分のなかで作っておくこと

貯蓄があっても、下流老人になる

ときは、なる。だから、お金以外の

部分が、豊かな老後のためには大

事だ。

老後が見えてきた50代後半からは、家

族など人のつながりを中心にした生活

に価値観をシフトしていく必要がある。

配偶者や子ども、家族、近所の人たち、

友人など、周囲の人間関係を大切に。

それがやがて、自分自身を救うセーフ

ティネットになる。

人生は長いし、苦難が多い。その苦難

を一緒に乗り越えるためにも、自分の

苦しみを理解してくれる人をもつこと。

最低限度の生活保障は必要だが、文

化的な暮らしを維持できるかは、老後

の人間関係が大きく左右する。

「その論点のまとめと可視化 （「札寄せツール」による図示)」 (中川 徹、2015. 12.29)

第6章 自分でできる自己防衛策 －どうすれば安らかな老後を迎えられ

『下流老人：一億総老後崩壊の衝撃』 藤田孝典 （朝日新書、2015. 6) (6) 自己防衛策 - 対策と予防

政府は、申請主義から脱却し、

社会保障制度に対する啓発活

動を行うべきだ

注： 「プライドを捨てよ」と

いう表現(原著)が適切で

ないのでないかと思う(中

川)

「世帯単位で行い、世帯員全員が、

その利用しうる資産、能力その他

あらゆるものを、その最低限度の

生活の維持のために活用するこ

とが前提」

保護申請すると、生活状況など

の調査が行われ、受給要件を満

たしていると、生活保護の認定

が行われる

貧困高齢者にも、

幸せな人は沢山いる：

人とのつながり、人間

関係を豊かに持ってい

る人たち

居場所の問題 - 地域のボラン

ティアや市民活動に参加しておく

知識の問題 -

生活保護や福祉の制度を正しく知っておく



その対策は「待ったな

し」だ。

まず、貧困が現在すでに大規

模に存在するという認識で、

制度を考える必要がある。

「下流老人」（生活保護基準相当で

暮らす高齢者)が大量に生まれて

いる(約6～７百万人)。

これらを救済・防止する主体

も、国や政府であるべきだ。

（国や政府が）日本に貧困がある

ことを認め、格差是正や貧困対

策を本格的に打ち出すことが何

よりも必要。

貧困による悲惨な現実を直視し、当

事者の声から社会福祉や社会保障

を組み立て直していく必要がある。

家庭の貧困で十分な教育を受けら

れず、生涯低所得の仕事にしか就

けない人々が繰り返し生み出され

る危険がある。相対的貧困率<2012年16.1%) を

抑制しなければ、日本社会が

持続可能性を失ってしまう。

「貧困対策基本法」を法制化し、

国民の防貧や救貧対策を国家

戦略として強化するべきである。

そこで、所得の再配分機能を高め

て、社会保障を手厚くしていくこと

が、必要であり、可能である。

一方で、金持ち老人が大勢いる。

また、資産家、高所得者もあり、

貧富の格差が大きい。

生活保護には「スティグマ感

（恥辱感）」が根強く植え付け

られてきた。

この結果、生活保護の制

度があるのに利用しない

（利用できない）人が多い。

生活保護を受けやす

く、分かりやすくして

いく必要がある。
政府や自治体は、まず、「生活保

護で救済できる」ことを生活困窮

者にきちんと知らせ、申請に来る

ようにさせる必要がある。現在の生活保護は、8つの保護を

セットで提供する「救貧制度」であ

る。

生活扶助、住宅扶助、医療扶助、

教育扶助、介護扶助、葬祭扶助、

生業扶助、出産扶助、の8つ。

生活保護が「貧しくなってから助け

る」もので、「貧しくなることを防ぐ

（防貧)」観点がないことが問題で

ある。

資産がすべてなくならないと、生活

保護を受けられない。

（下流老人を含む）多くの相談者は、

「生活保護のうちの一部でも別枠

で補助してくれれば、生活がかなり

改善し、生活保護を受けなくても

やっていける」と話す。

生活保護制度を「扶助項目

ごとに分解」して、より受給し

やすいように「社会手当化」

する。
下流老人にとって住宅費が想像以上

に重い。(高齢者単身世帯の1/3が借

家住まい)

低所得者(若者、非正規雇

用者、高齢世帯など)が、民

間賃貸住宅を借りるための

支援や軽減措置がなかっ

たのが問題。
雇用の流動化、不安定化が

進み、若者が住宅ローンを

組んで高額な住宅を購入で

きない。

若者の雇

用や生活

環境が非

常に悪化し

ている。

厚生年金に加入できず、国民年金

の未納率が約4割。年金すらかけ

ていない若者が珍しくない。

国民皆年金制度は、雇用の

不安定化によって、緩やかに

破綻しつつある。

国民年金に代わる社会保障制度を構

築しないと、若者たちの老後を保障で

きなくなる。大きなコスト増と社会不安

が起こる。

現役時代の報酬に関係なく、

最低限の老後の生活資金を

保証するシステムが必要だ。

税を投入して老後を保障すると

いう議論が広がるべきだ。

国民年金で40年間保険料を支

払っても、得られる年金は約6.6万

円で、生活保護の生活扶助費と同

程度しかない。

それならいっそ、国民年金制度

を廃止し、生活保護制度の生

活扶助に一元化してはどうか？

（一つの案として）

給与が低くて苦しい生活をし

ている若者から国民年金保

険料（掛け金)を無理に払わ

せないのがよい

国民年金保険料の減免措

置と減免申請のことを、十

分告知するべきだ。

現在の若者の多くは、高齢になる

と、下流老人と化す。これは現状

避けようがない。

若者の婚姻率も下がり、子

どもを生まない／生めない

人々が増えてきた。

少ない雇用や収入源をど

のように分けあい、再分配

していくかが、問題。

税をどこから取り、どこに再分配す

るかを決めるのは政治であり、そ

の意思決定を促すのは、われわ

れ国民である。

わたしたちが諦めずに声を上げる

ことで、「暮らしにくさ」を変える可

能性がある.。（歴史が示している)

真に住みやすい社会を構築するために、私

たちは何を選択し、何を訴えていくべきか？

共に考え、行動していくことが必要である。

「その論点のまとめと可視化 （「札寄せツール」による図示)」 (中川 徹、2016. 1. 4)  (要約版)

『下流老人：一億総老後崩壊の衝撃』 藤田孝典 （朝日新書、2015. 6) 第7章 一億総老後崩壊を防ぐために

下流老人問題に対する著者なりの

提言をまとめておく

受給者の収入を増やすよりも、

支出を減らす政策を実行して

いく方が現実的だろう。

これは少子化対策などに有

効である。(ヨーロッパ各国

での成功事例がある)

生活保護や社会保障を受けること

は、権利であるという認識を確立し、

浸透させる必要がある。

生活保護の一部分を扶助する

ことにより、生活を成り立たせ、

資産のすべてを失わなくてよい

ようにするのがよい。

家賃(の一部)補助を進

める。高齢者・低所得者

が楽になり、若者が家庭

を持ちやすい環境を作る

ことができる。

いま、日本社会の貧富の格差が

大きくなり、一部の富裕層を除いて、

「総老後崩壊」の状況になる危険

が大きい。

現状、基本認識など 提言など考察・方向づけなど

低所得でも、誰もが住ま

いを失うことがないよう

な、新しい住宅政策が必

要である。

下流老人の貧困だけでなく、若年層の

貧困、子どもの貧困などが存在し、それ

らが連鎖して、日本社会全体の貧困が

進んでいることが問題なのである。

課税対象については、資産

や所得を総合的に議論し、取

れる層から徴取する。

下流老人（やワーキングプア

の若者たち)を生み出すのは、

国であり社会システムである。

(当人個人だけの問題ではな

い)

若者の雇用や生活環境が急速に

劣化し、低所得化が進行している。

非正規雇用、ワーキングプアなど。

「健康で文化的な最低限度の

生活」は、憲法が保障する基

本的人権である。これが社会

保障の基本認識である。

これまで獲得してきた資産や

資源をどのように分配、利用

するかが問題。
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